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重要事項説明書 

 

１ 事業の目的及び運営方針 

CLASWELL 信濃町訪問介護事業所（以下、「事業所」という。）は要介護状態にある利用者に対し、

適正な指定訪問介護を提供することを目的とし、介護保険法等に従い、利用者に対し可能な限り居宅

において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排せつ・食事

の介助その他の生活全般にわたる援助を行います。 

 

２ サービス内容 

  サービス内容の詳細は別紙１のとおりとします。 

 

３ 事業所の概要 

名称・法人種別 KC-Welfare株式会社（事業者） 

代表者名 代表取締役 古川 喜久 

本社所在地・電話 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 

電話： 03-6700-6256 

FAX ： 03-6700-6258 

業務の概要 有料老人ホーム運営、訪問介護事業、居宅介護、訪問看護事業、 

居宅介護支援事業 

 

事 業 所 名 CLASWELL 信濃町訪問介護事業所 

所 在 地 東京都新宿区南元町 14－7 

事業者指定番号 号（令和 7年 2月 1日指定） 

管理者・連絡先 

管理者：草野 真司 

電話： 03-3226-0061 

FAX ： 03-3226-0062 

サービス提供地域 新宿区 

 

４  事業所の職員体制等 

（令和７年２月1日現在） 

管理者 草野 真司 

 

職  種 従事するサービス種類、業務  人  員 

管理者  事業所の管理業務 常勤：1名（兼務） 

サービス提供責任者 利用申込に係る調整、訪問介護員等に

対する技術指導、訪問介護計画の作成 
常勤：1名以上  

訪問介護職員 訪問介護業務 
常勤換算：2.5名以上（サービス提供責任

者を含む。） 
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５  営業日及び営業時間等 

１ 営 業 日：月曜日から日曜日とする。（祝日を含む） 
２ 営業時間：9:00～18:00 
３ サービス提供日 ：年中無休 
４ サービス提供時間：24時間 

  ５ そ の 他：電話等により、24時間常時連絡が可能な体制  
 

６ 利用者負担金 

  １ 利用者負担金は、次の２種類に分かれます。具体的な金額は別紙【料金表】によります。 

① 介護報酬に係る利用者負担金（費用全体の1割、2割又は3割） 

② 運営規程で定められた「その他の費用」（全額、自己負担） 

なお、②の費用が必要となる場合には、事前に詳細を説明のうえ、利用者の同意を得ます。 

  ２ 通常の事業の実施地域の交通費は無料です。通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護

に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えてからの公共交通機関利用の実費相当額を徴

収します。なお、自動車を利用した場合の交通費は通常の事業の実施地域を越えた所から、片

道分1キロメートルあたり20円を徴収します。  

  ３ 前２項に規定する費用の支払い方法は利用月ごとの口座振替とし、事業所は利用者に対し、毎月

末日締めで、翌月10日頃までに請求書を発行し、請求月の26日に利用者が指定する口座から振り

替えます（26日が銀行の休日の場合には翌銀行営業日）。 

 

７ サービス利用の中止 

  １ 利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡ください。 

    連絡先（電話）：03-3226-0061 

  ２ 利用当日の2時間前までにキャンセルのご連絡をいただいた場合は、キャンセル料は発生しませ

ん。 

  サービス提供時間を過ぎてからのキャンセルやご連絡がなかった場合は、キャンセル料1,700円

が発生します。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料

は不要です。 

 

８ 法定代理受領サービスを受けるための援助 

  １ 利用者又はその家族が居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を区市町村

へ届け出ることにより、事業所は指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けること

ができます。 

  ２ 当事業所は利用者又はその家族に対し、居宅介護支援事業者に関する情報を提供し、法定代理受

領サービスを受けるために必要な援助を行います。 

 

９ ハラスメントの防止 

  １ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第 11 条第１項 及び労

働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の

２第１項 の規定に基づき、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇

用管理上の措置を講じます。 

  ２ 利用者及びその家族はサービス利用に当たって、次の行為を禁止します 。  

① 従業者に対する身体的暴力（直接的、間接的を問わず有形力を用いて危害を及ぼす行為） 
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② 従業者に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめた

りする行為） 

③ 従業者に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要

求、性的な嫌がらせ行為等） 

 

１０ 業務継続計画の策定等 

  １ 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

  ２ 当事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施するものとする。 

  ３ 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも

のとする。 

 

１１ 緊急時等における対応方法 

１ 訪問介護員等は指定訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたと

きは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。 

２ 当事業所は、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は当該利用者の家族、医療機

関、関係事業所等に連絡し、その他適切な措置を迅速に行う。 

 

１２ 事故時の対応等 

１ 当事業所は、サービス提供に際して利用者のけがや体調の急変があった場合には、当該利用者

の家族、医療機関、関係事業所及び市町村等への連絡その他適切な措置を迅速に行います。 

２ 当事業所は、サービス提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、そ

の損害を賠償します。ただし、当事業所の故意又は過失によらないときは、この限りではあり

ません。 

 

１３ 虐待防止に関する事項 

  １ 当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものと

する。  

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業員等に周知徹底を図る。 

② 虐待の防止のための指針を整備する。 

③ 従業員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための責任者を置く。 

２ 当事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に

養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報するものとする。 

虐待防止に関する責任者 管理者 草野 真司 
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１４ 身体拘束等の適正化の推進 

  １ 当事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体拘束等」という）を行わないものとする。 

２ 当事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。 

３ 当事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について

従業者への周知徹底 

② 身体拘束等の適正化のための指針の整備 

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施 

 

１５ 衛生管理等 

１ 当事業所は、事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置

を講じるものとする。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

③ 事業所において、訪問介護等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施する。 

 

１６ 損害賠償 

   当事業所は、本契約に基づくサービスの提供に際し、万一事故が発生し、利用者の生命、身体 

又は財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害 

を賠償します。ただし、利用者に故意又は重大な過失がある場合は賠償額を減ずることができ 

ます。なお、当事業所は損害保険に加入するものとし、自らが負担すべき費用に関し、当該保 

険金をもって充当するものとします。 

   事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

 

１７ 個人情報の保護 

   １ 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に

関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

   ２  当事業所は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又は第三者

の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、本契約中及び本契約終了

後に係わらず、第三者に漏らしません。 

   ３ 当事業所は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得た場合には、利用者にサー

ビスを提供する居宅サービス提供者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情

報及び家族情報を用いることができるものとします。 

   ４ 事業者は従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者であ

る期間及び従業者でなくなった後も、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内
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容とします。 

   ５ 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等に

おいて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文

書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用

いません。 

   ６ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、 

電磁的記録を含む。） については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも

第三者への漏洩を防止するものとします。 

   ７ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示

の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします(開示に際して複写料などが必要な場合は利

用者の負担となります)。 

 

１８ 重要事項の変更 

   サービス提供にあたり、厚生労働省令に定められた基準に基づき行うものとし、改正に伴う重要事

項説明書の変更時は、その都度速やかに利用者に書面にて通知します。 

 

１９ 相談窓口、苦情対応 

   ○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。                   

 当社お客様相談 電話： 03-3226-0061    FAX：03-3226-0062  

 コーナー 管 理 者：草野 真司  

  対応時間：9:00～18:00  

   ○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。        

 名   称：東京都保健福祉局高齢社会対策部介護保険課 

所 在 地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

電話番号：03-5320-4597 

対応時間：平日 9:00～12:00  13:00～16:30 

 

 

 

 

名   称：東京都国民健康保険団体連合会 介護相談窓口担当係 

所 在 地：東京都千代田区飯田橋３－５－１ 東京区政会館 11階 

電話番号：03-6238-0177 

対応時間：平日 8:45～17:30 

 

名   称：健康生きがい部介護保険課 板橋区介護保険苦情相談室 

所 在 地：東京都板橋区 2-66-1 板橋区役所北館 2階 高齢者総合相談窓口⑭番   

電話番号：03-3579-2079 FAX：03-3579-3402 

対応時間：平日 9:00～17:00 

 

名   称：新宿区介護保険課給付係 

所 在 地：東京都新宿区歌舞伎町 1-4₋1 

電話番号：03-5273-3497 

対応時間：平⽇ 8:30〜17:00 

 

 

２０ 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

利用者アンケート調査、

意見箱等利用者の意見等

を把握する取組の状況 

① あり 実施日 常時（意見箱設置） 

結果の開示 ① あり  ２ なし 

２ なし  

第三者による評価の実施

状況 

 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり   ２ なし 

② なし  
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２１ 研修実施 

   当事業所は、社会的使命を十分認識し、訪問介護員等の質の向上を図るための研修の機会を以下の

とおり設けるものとして、業務体制を整備します。 

① 採用時研修：採用後１ヶ月以内  ②継続研修：月1回 

 

２２ 連帯保証人 

   １ 連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を履行する責任を負うもの

とします。 

   ２ 前項の連帯保証人の責任限度額（極度額）は、￥1,000,000とします。 

   ３ 連帯保証人が保証する利用者の債務の元本は、利用者又は連帯保証人の死亡その他、民法第4

65条の4に定める元本確定事由が生じた際に確定するものとします。 

   ４ 利用者及び連帯保証人は、事業者に対し、本契約の締結までに、利用者から連帯保証人に対し

て、利用者に係る以下の事項に関する情報が正確に提供されたことを表明し、保証します。 

① 利用者の財産及び収支の状況 

② 保証対象となる債務以外に負担している利用者の債務の有無並びにその額及び履行状況 

③ 保証債務となる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものの有無及び内容 

   ５ 連帯保証人の請求があったときは、事業者は、連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払

状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供するもの

とします。 

 

【 説明確認欄 】 

 

      年  月  日 

 

サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項説明書を説明しました。 

                        事業所   事業所名 CLASWELL 信濃町訪問介護事業所       

                                 説明者                                    印 

 

サービス契約の締結に当たり、上記のとおり重要事項の説明を受け、同意し、交付を受けました。     

                        利用者   氏 名                                    印 

                           

 利用者の代理人（続柄：      ） 

                                    氏 名                                    印 

 

（連帯保証人）（続柄：        ） 

 

                                  氏 名                                    印 

 



 7 

別紙１ 

訪問介護サービス説明書 

１  サービスの内容 

  (1)「訪問介護」は、利用者の居宅（自宅）において訪問介護員（ヘルパー）その他政令で定める者

を派遣して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行うサービスです。 

   (2) 当事業所は、下記のサービス内容区分の中から指定の時間帯に応じて選択されたサービスを提

供します。 

    (3) サービス提供にあたっては、別添の「訪問介護計画書」に沿って計画的に提供します。 

    (4) サービス内容の詳細については、利用者の希望を確認したうえで実施します。 
 
   【サービス内容区分】   
     

＜身体介護＞                        ＜生活援助＞     

 ・起床介助         ・食事介助  ・洗濯   

 ・就寝介助         ・体位変換  ・住居の掃除・整理整頓 

 ・排泄介助            ・服薬介助  ・衣服の整理   

 ・衣服の脱着          ・通院等外出  ・薬の受取り   

 ・整容介助           ・移動・移乗介助  ・ベットメイク   

 ・身体の清拭・洗髪  ・自立支援  ・その他 

 ・入浴介助                                    ・その他     

 
次のようなサービスは、介護保険上のサービスとして提供することはできませんので、ご了承願いま
す。 

① 「本人の援助」に該当しないもの 

  …家族等のための洗濯・調理・買い物・布団干し、主として利用者が使用する居室以外の掃除、来

客の応接（お茶の手配等）、自家用車の洗車等 

② 「日常生活の援助」に該当しないもの 

  …庭の草むしり、花木の水やり、犬の散歩等ペットの世話、家具等の移動、大掃除、窓のガラス磨

き、室内外家屋の修理、正月料理等の特別な調理等 

 

【留意事項】  

① ヘルパーは、医療行為や年金等の金銭の取扱いはいたしませんので、ご了承ください。 

（生活援助として行う買い物等に伴う少額の金銭の取扱いは可能です。） 

② ヘルパーに対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

 

２ サービス提供責任者 

  サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や訪問介護計画の作

成などをはじめ、次のような業務を担当します。 

 ＜サービス提供責任者の業務＞ 

① サービスの利用の申込みに関する調整 

② 利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

③ 居宅介護支援事業者等との連携（サービス担当者会議への出席など） 

④ 訪問介護計画の作成・変更をし、説明・同意の上、その写しを交付 

⑤ 訪問介護員の業務の実施状況の把握 
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⑥ 訪問介護員の業務管理 

⑦ 訪問介護員の研修、技術指導 

⑧ その他サービスの内容の管理に関する必要な業務 

   

３ 利用者負担金  

利用料金は、「料金表」のとおりです。   

 

４ 契約締結からサービス提供までの流れ 

① ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画
（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「訪問介護計画」に
定めます。 

 
② 契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ④ 訪問介護計画書の説明と交付 
  ・作成した訪問介護計画書の内容について、利用者及びご家族に説明し、同意の上 
    ご署名いただき、交付します。 

    ⑤ サービスの実施と記録 

   ・担当ヘルパーが居宅サービス計画書、訪問介護計画書に沿ったサービスの提供を行い 

    ます。 

   ・提供したサービス内容や利用者の様子について、サービス実施記録に記載します。 

  ⑥ 経過観察と再評価（モニタリング） 
  ・訪問介護計画書の実施状況を確認、把握するためにモニタリングを行い、その結果を 
    記録します。 
  ・利用者の状態の変化に対応して、訪問介護計画書の変更や、随時担当ケアマネジャー 
   への報告、連絡を行います。  

    ⑦ 請求業務 
  ・サービス提供の実績に基づいて、毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に 
   提出します。 

  ・利用者に対して、介護保険の自己負担分（１割または 2割）の請求書を作成し、請求します。 

  ① 申し込み・契約 
   ・居宅支援事業所のケアマネジャーからの依頼により、サービスの申込みを受け付けます。 
  ・契約書、重要事項説明書の締結、介護保険証の確認を行います。 

  ② アセスメント 
  ・利用者及びご家族に面談しての情報収集の他、担当ケアマネジャーからの情報提供、 
   サービス担当者会議への出席等により心身の状態を把握します。 

  ③ 訪問介護計画の作成 
  ・利用者及びご家族の希望、アセスメント結果をふまえ、担当ケアマネジャーから 交付 

      された居宅サービス計画書に沿って、訪問介護事業所で提供する具体的なサービス 

   内容（目標、サービス提供日時、実施方法等）を記載した訪問介護計画書を作成します。 
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③ ご契約者に係る「居宅サービス計画書（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス提
供の流れは次の通りです。 

(1)要介護認定を受けている場合 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)要介護認定を受けていない場合 

 
 

○ 居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。 

○ 訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。 
○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金を暫定的に全額お支払いいただきます。 
  要介護認定を受けた後、介護保険から払い戻されます。 
 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

○ 作成された居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を変更し、それに基づき、ご契約者 
   にサービスを提供します。 
○ 介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負担）を 
  お支払いいただきます。 

○ 要介護認定の申請に必要な支援を行います。 
○ 訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。 
○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金を暫定的に全額お支払いいただきます。 
  要介護認定を受けた後、介護保険から払い戻されます。 
 

居宅サービス計画の作成 

○ 居宅サービス計画（ケアプ 
 ラン）を作成して頂きます。 

 必要に応じて居宅介護支援 
 事業者の紹介等必要な支援 
 を行います。 

○ 本契約は終了します。 

○ 地域包括支援センター 
 （介護予防支援事業者） 
  への紹介を行います。 
 

要支援と認定された場合 自立と認定された場合 

○ 契約は終了します。 
○ 既に実施されたサービス 

  の利用料金は全額自己負 
  担となります。 
  

○ 作成された居宅サービス 
   計画に沿って、訪問介護 

   計画を変更し、それに基 
   づき、ご契約者にサービ 
   スを提供します。 
○ 介護保険給付対象サービ 
   スについては、介護保険 
   の給付費額を除いた料金  
  （自己負担額）をお支払い 

   いただきます。 


